
第16期

定時株主総会
招集ご通知
日時

場所

2026年５月26日（火曜日）
午前10時
（受付開始：午前９時、開場：午前９時30分）

〒104-0061
東京都中央区銀座六丁目14番10号
コートヤード・マリオット
銀座東武ホテル2階 桜の間

目次

会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場
ご案内図をご参照いただき、お間違いのないよう
ご注意ください。

株主総会にご出席いただけない場合
書面（郵送）またはインターネット等により議決
権を行使いただきますようお願い申し上げます。
議決権行使期限：2026年５月25日（月曜日）�
午後６時（議決権行使方法については、後述の３
〜４頁をご確認ください）

第16期定時株主総会招集ご通知
議決権行使のご案内
株主総会参考書類
第１号議案 �取締役（監査等委員である取

締役を除く。）5名選任の件
第２号議案 �取締役（監査等委員である取

締役及びそれ以外の取締役の
うち非常勤の取締役を除く。）
に対する業績連動型株式報酬
制度改定の件

事業報告
１.企業集団の現況
２.会社の現況
連結計算書類
計算書類
連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類に係る会計監査報告
監査等委員会の監査報告
株主総会会場ご案内図

証券コード：1418
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証券コード 1418
2026年５月７日

（電子提供措置の開始日 2026年５月１日）
株 主 各 位

東京都中央区銀座六丁目13番地16号銀座ウォールビル11階

代表取締役社長 貴田 晃司
第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
さて、当社第16期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第16期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.n-interlife.co.jp

また、上記のほか、東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名
（会社名）又は証券コード（1418）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択
の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等により議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、後述の
ご案内（３〜４頁）に従って2026年５月25日（月曜日）午後６時までに議決権を行使いただき
ますようお願い申し上げます。

敬具
株主の皆様へ
株主の皆様におかれましては、日頃よりひとかたならぬご支援を賜りまして、心より厚くお

礼申し上げます。
第５次中期経営計画の初年度は、都市部の再開発に係る案件や大型案件の完工が進んだこと

もあり過去最高益を上回る結果となり、通期の配当金を１株当たり30円（前年は20円）とい
たしました。引き続き、資本コストと株価を意識した経営に努め、更なる企業価値向上を果た
していきたいと考えております。
株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 貴田 晃司
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記

１．日 時 2026年５月26日（火曜日）午前10時
（受付開始：午前９時、開場：午前９時30分）

２．場 所 東京都中央区銀座６丁目14番10号
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル２階 桜の間
※本総会の開催場所は前年とは異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」を
ご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項
１．第16期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第16期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤の取締

役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
以 上

（注意事項）
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

◎インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議
決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法
で複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただき
ます。
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議決権行使のご案内
１．株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場の受付にご提出ください。
受付開始は、2026年５月26日（火曜日）午前９時を予定しております。
なお、代理人によるご出席の場合は、議決権を有する他の株主の方１名を選任
し、委任状と本人及び代理人の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

２．株主総会にご出席いただけない場合
①郵送

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、ご返送ください。議決権行使書面
において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして
取り扱わせていただきます。
議決権行使期限：2026年５月25日（月曜日）午後６時到着分まで

②インターネットによる議決権行使の場合
１．「スマート行使」による方法
同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み
取りいただき、「スマート行使」へアクセスした上で、画面の案内に従って行
使内容をご入力ください。

２．ID・パスワード入力による方法
議決権行使ウェブサイト▶ https://soukai.mizuho-tb.co.jp/ において、議決
権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用
いただき、画面の案内に従って行使内容をご入力ください。
議決権行使期限：2026年５月25日（月曜日）午後６時まで
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インターネットによる議決権行使のご案内
１．「スマート行使」による方法

同封の議決権行使書用紙右片に記載の「QRコード」※をスマートフォン等で読み取り、当社
指定の「スマート行使」ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内に従って賛否をご
入力ください（議決権行使コード（ID）及びパスワードのご入力は不要です）。「スマート行
使」による議決権行使は１回に限らせていただきます。議決権行使後に賛否を修正される場合
は、下記２．の方法により再度ご行使いただく必要があります。

２．「議決権行使ウェブサイト（議決権行使コード（ID）・パスワード入力）」による方法

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
スマートフォンによる議
決権行使は、「QRコー
ド」※を読み取り、議決
権行使ウェブサイトにア
クセスすることも可能で
す。

当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（上記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右
片の裏面に記載の議決権行使コード（ID）及びパスワードにてログインの上、画面の案内に従って賛否をご
入力ください。なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。

議決権行使コード（ID）及びパスワード（株主様が変更されたものを含みます）は、株主総会の都度、新
たに発行いたします。
パスワードは、ご行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので大切にお取り扱いくだ
さい。パスワードを当社（株主名簿管理人）よりおたずねすることはありません。
パスワードは一定回数以上連続して誤ったご入力をされると使用できなくなります。その場合は、画面の
案内に従ってお手続きください。

お問い合わせ先
ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行㈱ 証券代行部（下記）までお問い合わせください。
「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の

操作方法等に関するお問い合わせ先 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-768-524
（平日 9：00〜21：00）

フリーダイヤル 0120-288-324
（平日 9：00〜17：00）

※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。
（ご参考）機関投資家の皆様には、㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、
本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものでありま
す。
取締役候補者は、次の通りであります。

候補者
番号 氏 名 現在の当社に

おける地位等
所有する当社
株式数

当事業年度の
取締役会への出席状況

1 再任 男性
しょうじ まさひで

庄 司 正 英
代表取締役
会長ＣＥＯ −株 100％（13回／13回）

2 再任 男性
き だ こ う じ

貴 田 晃 司
代表取締役

社長 48,962株 100％（13回／13回）

3 再任 男性
か が わ た だ し

香 川 正 司 専務取締役 30,669株 100％（13回／13回）

４ 再任 男性
か と う まさなり

加 藤 雅 也 常務取締役 12,296株 100％（13回／13回）

５ 再任 男性
おおまえ て つ や

大 前 哲 也 取締役 4,979株 100％（13回／13回）
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ

保険）契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関して責任
を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されま
す。各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。保険料
は全額当社が負担しております。故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填
されないなど、一定の免責事由があります。当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定であり
ます。

３．貴田晃司氏、香川正司氏、加藤雅也氏、大前哲也氏が所有する当社株式の数には、インターライフホ
ールディングス役員持株会における持分を含んでおります。

４．取締役会への出席状況につきましては、書面決議による取締役会の回数は除いております。
５．取締役の選任については、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会で審議された内容を監査等委

員会に報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任について特に指摘
すべき事項はないとの結論に至りました。
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候補者番号 1
し ょ う じ ま さ ひ で

庄司 正英（1951年11月17日生 満74歳） 男性

■ 当事業年度の
取締役会への出席状況
100％（13回／13回）

■ 略歴、地位及び担当

1975年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
1978年９月 ㈱辰巳入社
1979年５月 同社専務取締役
1983年12月 辰巳商事㈱（現ピーアークホールディングス㈱）取締役
1984年11月 同社代表取締役社長
1994年６月 同社代表取締役会長
1999年３月 同社代表取締役社長
1999年６月 同社代表取締役会長兼社長
2001年６月 同社代表取締役社長
2008年７月 ㈱辰巳代表取締役（現任）
2014年６月 ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長兼社長CEO
2016年４月 同社代表取締役会長
2016年５月 当社取締役
2020年３月 ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長退任
2020年４月 当社代表取締役社長
2023年４月 当社代表取締役会長ＣＥＯ（現任）

■ 重要な兼職の状況
㈱辰巳代表取締役

■ 取締役候補者とした理由
庄司正英氏は、2023年4月に代表取締役会長CEOに就任しております。同氏は、これまでにわ

たる経営者としての豊富な知識および経験を活かし、事業の発展に努めているほか、公益社団法人
日本ニュービジネス協議会連合会の役員としての高い見識を有しております。以上を総合的に勘案
し、当社グループの経営を担うにふさわしい人物であると判断したことから、引き続き取締役候補
者とするものであります。
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候補者番号 2
き だ こ う じ

貴田 晃司（1954年12月１日生 満71歳） 男性

■ 当事業年度の
取締役会への出席状況
100％（13回／13回）

■ 略歴、地位及び担当

1977年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2000年５月 同行行本八幡支店長
2002年７月 ㈱みずほ銀行島之内支店長
2004年４月 同行堺支店長
2007年４月 イー・アクセス㈱（現ソフトバンク㈱）執行役員組織管理本部長
2008年７月 ユニコムグループホールディングス㈱ 経営企画部長
2008年10月 日本ユニコム㈱執行役員総務部長
2009年10月 ピーアークホールディングス㈱総合企画部長
2010年６月 同社常務取締役
2016年４月 同社専務取締役
2020年４月 当社入社副社長執行役員
2020年５月 当社取締役副社長
2023年４月 当社代表取締役社長（現任）
2024年11月 ㈱サンケンシステム代表取締役会長（現任）

■ 重要な兼職の状況
㈱サンケンシステム代表取締役会長

■ 取締役候補者とした理由
貴田晃司氏は2023年４月に当社の代表取締役社長に就任しております。同氏は企業経営に関す

る豊富な知識・経験等があり、就任以来当社グループの経営全般の業務執行を推進し、第５次中期
経営計画初年度の目標達成に向け強いリーダーシップを発揮してまいりました。今後も当社グルー
プの更なる成長に向けた業務執行の推進及び取締役の職務執行を適切に実行できるものと判断し、
引き続き取締役候補者として選任しております。
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候補者番号 3
か が わ た だ し

香川 正司（1960年１月12日生 満66歳） 男性

■ 当事業年度の
取締役会への出席状況
100％（13回／13回）

■ 略歴、地位及び担当

1983年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
1997年７月 同行金融商品開発部グループ長
1999年４月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱金融商品開発部次長
1999年９月 エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長
2002年６月 ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室グループ長
2003年10月 同行船場法人営業部副部長
2009年４月 同行金融商品営業部（大阪）部付部長
2013年４月 同行監査部副部長
2014年５月 当社に出向執行役員
2015年２月 当社入社執行役員
2015年５月 当社専務取締役
2015年10月 ㈱アドバンテージ代表取締役社長
2022年５月 ㈱日商インターライフ取締役会長（現任）

㈱システムエンジニアリング取締役会長（現任）
2023年５月 当社専務取締役情報システム部長（現任）

■ 重要な兼職の状況
㈱日商インターライフ取締役会長
㈱システムエンジニアリング取締役会長

■ 取締役候補者とした理由
香川正司氏は専務取締役を務めており、豊富な知識と経験・実績を活かし、ＩＴ・ＤＸ・サステ

ナビリティの分野で知見を広めるなど取り組んでおります。特に生成ＡＩの導入やサステナビリテ
ィに資する製品開発などの推進や導入に向け尽力しており、今後も同氏の豊富な知識と経験を当社
グループの業務執行の推進及び取締役の職務執行を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締
役候補者として選任しております。
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候補者番号 ４
か と う ま さ な り

加藤 雅也（1965年２月６日生 満61歳） 男性

■ 当事業年度の
取締役会への出席状況
100％（13回／13回）

■ 略歴、地位及び担当

1987年４月 辰巳商事㈱（現ピーアークホールディングス㈱）入社
1993年３月 同社マーケティング室長
1995年７月 同社営業企画部長
2006年２月 同社執行役員総合企画部長
2009年10月 同社社長室長
2010年４月 同社執行役員経営企画部長
2014年４月 同社社長室長
2017年３月 当社入社常務執行役員社長室長
2018年３月 当社常務執行役員経営企画部長
2019年９月 当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長
2020年３月 当社常務執行役員経営企画部長
2020年５月 当社常務取締役経営企画部長（現任）

■ 重要な兼職の状況
該当事項はありません。

■ 取締役候補者とした理由
加藤雅也氏は常務取締役として経営企画部長の任にあり、経営計画の策定をはじめМ＆A等の事

業再編の推進、IRの推進や人的資本経営の推進など、幅広い分野でこれまでに培ってきた知見や人
脈を活かし当社グループの業績向上に取り組んでおります。今後も同氏の豊富な経験を活かし、業
務執行および取締役としての職務執行を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者と
して選任しております。
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候補者番号 ５
お お ま え て つ や

大前 哲也（1954年３月１日生 満72歳） 男性

■ 当事業年度の
取締役会への出席状況
100％（13回／13回）

■ 略歴、地位及び担当

1978年４月 ㈱乃村工藝社入社
2001年２月 同社エリアカンパニー岡山支店支店長
2004年２月 同社商環境カンパニー中四国支店支店長
2008年２月 ㈱ノムラアクト四国代表取締役
2009年２月 乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理
2011年２月 ㈱ノムラデュオ取締役第１営業本部長
2013年２月 同社取締役第２営業本部長
2017年２月 同社退職
2017年３月 当社入社執行役員営業部部長

㈱日商インターライフ取締役（現任）
㈱システムエンジニアリング取締役（現任）

2017年５月 当社取締役営業部部長
2020年３月 当社取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況
㈱日商インターライフ取締役
㈱システムエンジニアリング取締役

■ 取締役候補者とした理由
大前哲也氏は建設業界に関する深い見識と豊富な経験を有しており、当社の主要な工事会社の取

締役を兼務し関西方面を担当しており、特に大阪周辺の再開発案件の受注拡大など業績向上に尽力
されております。今後も大阪エリアの拡充に向け、同氏の見識と経験を活かし当社並びに工事会社
における業務執行の推進及び取締役の職務執行を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役
候補者として選任しております。
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スキルマトリックス

取締役名 企業経営 財務・会計 人事・労務 法務・リスク
マネジメント

営業・マー
ケティング ＩＴ・ＤＸ

代表取締役会長ＣＥＯ 庄司 正英 ● ● ●

代表取締役社長 貴田 晃司 ● ● ● ●

専務取締役 香川 正司 ● ● ●

常務取締役 加藤 雅也 ● ● ●

取締役 大前 哲也 ●

取締役（監査等委員） 松 沢 照 和 （常 勤） ● ●

取締役（監査等委員） 落合健介（独立社外） ● ● ●

取締役（監査等委員） 那須健二（独立社外） ● ● ● ●

取締役（監査等委員） 田子みどり（独立社外） ● ● ●

※各取締役候補者が保有する知見、スキル、期待する役割について主なものを選択しております。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤
の取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

１．提案の理由及びこれを相当とする理由
当社は、2015年５月27日開催の第５期定時株主総会において当社及び当社グループ会社の取締役（社外

取締役を除きます。）及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board
Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）の導入についてご承認いただき、その後、監査等委員会
設置会社への移行に伴い2017年５月25日開催の第７期定時株主総会において、取締役（監査等委員である
取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤の取締役を除きます。以下、断りがない限り、本議案において同
じとします。）を対象とした本制度の導入について改めてご承認をいただき、その後、会社法の一部を改正
する法律（令和元年法律第70号）の施行に伴い2021年５月26日開催の第11期定時株主総会において、取
締役に対する本制度の報酬枠を改めて設定する旨のご承認をいただき、今日に至っております（以下、上記
株主総会における決議を「原決議」といいます。
今般、本制度の一部を改定いたしたく、本議案のご承認をお願いするものであります。主な改定内容は、

次のとおりであります。
①役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株
式の時価相当の金銭を給付することといたします。

②株価の変動が信託により取得する株式数に与える影響を考慮し、当社が信託に拠出する金銭についての
金額の上限を廃止いたします。（注）

③本制度に係る報酬枠を、金銭による基本報酬枠とは別枠といたします。
④対象期間（下記２．（３）において定義します。）を２事業年度から３事業年度に変更いたします。
（注）原決議におきまして、当社の取締役及び執行役員並びに当社グループ会社の取締役（社外取締役を

除きます。）及び執行役員（以下、総称して「役員」といいます。）に付与される１事業年度当たり
のポイント数の合計を、330,000ポイントを上限（うち当社の取締役分として88,000ポイントを
上限）とする旨、ご承認いただいておりますところ、当社株価の上昇に伴い、原決議においてご承
認いただきました当社が信託に拠出する金銭についての金額の上限（対象期間ごとに150百万円）
では、直近のポイント付与を行うために必要な株式の取得原資として不足する可能性があります。
つきましては、上記改定内容②については、現在の対象期間（2026年２月末日で終了した事業年
度から2027年２月末日で終了する事業年度までの２事業年度）から適用することといたしたいと
存じます。

なお、本議案は、原決議同様、役員報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員が株
価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の
向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、当社の取締役の個人別の報酬等の内
容についての決定に関する方針（本招集ご通知26頁をご参照ください。）とも合致していることから、本議
案の内容は相当であるものと考えております。
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本議案は、2017年５月25日開催の第７期時株主総会においてご承認をいただきました取締役（監査等委
員である取締役を除きます。）の報酬等の額（年額200百万円以内）とは別枠として、本制度に基づく報酬
を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容についてのご承認
をお願いするものです。なお、本制度の詳細につきましては、下記２．の枠内で、取締役会にご一任頂きた
いと存じます。
第１号議案が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる当社の取締役は５名となります。

２．本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容
（改定事項のうち、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合、一定割合について、当社株式の給付に

代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付することとする点につきましては、本定時株主総会終結時をもっ
て退任する役員に対する給付に際しても適用します。）

（１）本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を

「本信託」といいます。）を通じて取得され、役員に対して、当社及び当社グループ会社が定める役員株式給
付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当
社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社及び当
社グループ会社の役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時となります。

（２）本制度の対象者
当社の取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤の取締役を除きます。）及び

執行役員並びに当社グループ会社の取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員

（３）信託金額
当社は、2016年２月末日で終了した事業年度から2017年２月末日で終了した事業年度までの２事業年度

（以下、当該２事業年度の期間、及び当該２事業年度の経過後に開始する２事業年度ごとの期間（ただし、
2026年２月末日で終了した事業年度から2027年２月末日で終了する事業年度までの２事業年度の経過後に
ついては３事業年度ごとの期間）を、それぞれ「対象期間」といいます。）及びその後の各対象期間を対象
として本制度を導入しており、本制度に基づく役員への給付を行うための株式の取得資金として、本信託設
定時から現在までの間に、総額392,500,000円の金銭を拠出し、本信託は当社が拠出した金銭を原資とし
て、当社株式合計1,468,500株を取得しております。
なお、現在の対象期間及びその経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごと

（注２）に、本制度に基づく役員への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して
取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う
場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前までの各対象期間に関して役員に付与されたポイント
数に相当する当社株式で、役員に対する給付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下「残存株式等」
といいます。）があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当する
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こととし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。なお、当社は、対象期間中、
複数回に分けて、本信託への資金の拠出を行うことができるものとします。当社が追加拠出を決定したとき
は、適時適切に開示いたします。
（注１）当社が実際に本信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報酬等の必要費用の見

込額を合わせた金額となります。
（注２）現時点における信託財産内の株式数等の事情に鑑み、本議案をご承認いただくことを条件とし

て、本定時株主総会終結後、現在の対象期間（2026年２月末日で終了した事業年度から2027年
２月末日で終了する事業年度までの２事業年度をいいます。以下同じとします。）及び次期対象
期間（2028年２月末日で終了する事業年度から2030年２月末日で終了する事業年度までの３事
業年度をいいます。以下同じとします。）に関し、本制度に基づく役員への給付を行うために必
要な数の株式を本信託が先行して取得するために合理的に必要と認める資金の追加拠出を予定し
ております。次期対象期間の後に開始する各対象期間に関しましては、原則として対象期間ごと
に追加拠出を行うことを予定しております。

（４）本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記（３）により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又

は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。なお、役員に付与されるポイ
ント数の上限は1事業年度当たり330,000ポイントであるため、各対象期間について本信託が取得する当社
株式数の上限は660,000株（ただし、2026年２月末日で終了した事業年度から2027年２月末日で終了す
る事業年度までの２事業年度の経過後の対象期間については990,000株）となります。本信託による当社株
式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
（注）上述のとおり、現時点における信託財産内の株式数等の事情に鑑み、本議案をご承認いただくこと

を条件として、本定時株主総会終結後、現在の対象期間及び次期対象期間に関し、本制度に基づく
役員への給付を行うために必要な数の株式を本信託が先行して取得するために合理的に必要と認め
る資金の追加拠出を予定しており、本信託は、当該拠出された資金を原資として当社株式の取得を
行う予定です。

（５）役員に給付される当社株式等の数の上限
役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき当該事業年度における報酬月額、業績達成度

等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。役員に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計
は330,000ポイントを上限（うち当社の取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の合計は
88,000ポイントを上限）とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、役員の員数の動向と今後の見込
み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、役員に付与されるポイントは、下記（６）の当社株式等の給付に際し、１ポイント当たり当社普通

株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、
株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済み
のポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。）。
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また、当社の取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式数（88,000株）
の発行済株式総数（2026年2月28日現在。自己株式控除後）に対する割合は約0.55％です。
下記（６）の当社株式等の給付に当たり基準となる役員のポイント数は、原則として、退任時までに当該

役員に付与されたポイントを累積した数とします（以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポ
イント数」といいます。）。

（６）当社株式等の給付及び報酬等の額の具体的な算定方法
役員が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該役員は、所定の受益者確定手

続を行うことにより、原則として上記（５）に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じ
た数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を
満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。
なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。なお、ポイントの付与を
受けた役員であっても、株主総会において解任の決議をされた場合及び当該役員に役員としての義務の違反
があったことに起因して退任した場合は、給付を受ける権利を取得できないこととします。
取締役が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役に付与されるポイント数の合計に本信託

の有する当社株式の１株当たりの帳簿価額を乗じた金額（ただし、当社株式について、株式分割、株式無償
割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて合理的な調整を行います。）を基礎としま
す。
また、役員株式給付規程の定めに従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるとき

は、当該金額を加算した額とします。本制度に基づき、当社の取締役が受ける報酬等につきましては、
2017年５月25日開催の第７期定時株主総会においてご承認をいただきました取締役（監査等委員である取
締役を除く。）の報酬等の限度額（年額200百万円以内）とは別枠として取り扱います。

（７）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信

託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、役員株
式給付規程の定めに従って、その時点で在任する役員に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分
して給付されることになります。

以上
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事業報告（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2025年３月１日〜2026年２月28日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善

が続き、景気は緩やかに回復いたしましたが、不安定な国際情勢の影響や物価上昇による個人消費の下振
れリスクなどもあり、依然として不透明さが残っています。一方、建設需要は堅調に推移するも資材価格
の高騰や人件費の増加等によるコスト上昇は続いています。
このような状況のもと当社グループは、2026年２月期を初年度とする第５次中期経営計画において「持

続的な利益成長による企業価値向上を目指し、新たな成長ステージへの基盤を構築する」との方針に基づ
き３つの重点施策である①新たな成長基盤の構築、②更なる収益力の向上、③ＥＳＧ経営の推進を進めて
まいりました。2026年２月期は、事業ポートフォリオの再編による成長基盤の構築を目指し、設備・メン
テナンス事業の玉紘工業㈱の全株式を売却、ファシリティーマネジメント㈱を内装工事事業の㈱日商イン
ターライフに吸収合併いたしました。これにより売上高は前年同期と比べ若干下回る結果となりましたが、
利益面においては高採算の大型工事案件の完工などもあり過去最高益を達成することができました。
この結果、当連結会計年度の売上高は16,336百万円（前年同期比3.6％減）、営業利益は1,166百万円

（前年同期比33.3％増）、経常利益は1,156百万円（前年同期比32.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利
益は828百万円（前年同期比17.4％増）となりました。
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事業別の営業概況は次の通りであります。

（内装工事事業）
内装工事事業は、㈱日商インターライフが展開しており、主に下地工事などの請負いを主業務とする専

業工事部門と、元請けを主業務とする商環境工事部門で構成しております。
専業工事部門、商環境工事部門ともに、都市部の再開発に関連する工事やオフィス・ホテルなどの工事

の完工が進み堅調に推移いたしました。また、大阪・関西万博関連工事が一巡したことや前年度に見られ
た大型工事案件は少なかったものの、利益率の改善とファシリティーマネジメント㈱を吸収合併したこと
による業務の効率化などにより減収ながら増益となりました。
この結果、売上高は10,046百万円（前年同期比5.1％減）、セグメント利益は653百万円（前年同期比

17.0％増）となりました。

（音響・照明設備事業）
音響・照明設備事業は、㈱システムエンジニアリング、㈱サンケンシステムが展開しております。
㈱システムエンジニアリングは、ホテルなどの大型案件の完工や保守サービス部門の受注増加で利益率

の改善が進んだことなどにより売上高及びセグメント利益は前年同期を上回る推移となりました。㈱サン
ケンシステムは、新規受注の増加や㈱システムエンジニアリングとのシナジー効果などにより売上高及び
セグメント利益は前年同期を上回る推移となりました。
この結果、売上高は6,265百万円（前年同期比8.3％増）、セグメント利益は682百万円（前年同期比

38.0％増）となりました。

（設備・メンテナンス事業）
設備・メンテナンス事業は、ファシリティーマネジメント㈱、玉紘工業㈱が展開しておりましたが、

2025年５月31日付で玉紘工業㈱の全株式を売却、2025年６月１日付でファシリティーマネジメント㈱を
内装工事事業の㈱日商インターライフに吸収合併いたしました。これにより設備・メンテナンス事業は消
滅し、当期に計上する売上高は24百万円（前年同期比95.6％減）、セグメント損失は14百万円（前年同期
は37百万円の損失）となりました。なお、ファシリティーマネジメント㈱が行っていた事業は、㈱日商イ
ンターライフのＦＭ事業本部として業務を引き継ぎ、㈱日商インターライフが施工する商業施設等の清
掃・メンテナンス業務までを一貫体制で受注できる体制が整うことで業務の拡大と持続的な成長による企
業価値の向上を目指します。
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事業・業務別売上高及び業務概要（2026年２月28日現在） （単位：千円）
事業・業務別 売 上 高 事業・業務概要

内 装 工 事 事 業 10,046,214
商業施設（飲食店・物販店）、ホテル・ブライダル施設、オフィス、展
示会等に関する企画・デザイン・設計・制作・施工管理・建物内外の
清掃請負・空調設備機器等のメンテナンス

音響・照明設備事業 6,265,118
施設の演出・各種設備（音響映像・演出照明・吊物機構・議場システ
ム等）の企画・設計・施工・メンテナンス・VODシステムの導入、Ａ
ＶＣ機器システムの設計・施工・保守

設備・メンテナンス事業 24,940
2025年５月31日付で玉紘工業㈱の全株式を売却、2025年６月１日
付でファシリティーマネジメント㈱を内装工事事業の㈱日商インター
ライフに吸収合併いたしました。

合 計 16,336,273 ―
（注）2025年６月１日付で㈱日商インターライフに吸収合併したファシリティーマネジメント㈱は内装工事事業に属することとな

ったため、前連結会計年度及び当連結会計年度の売上高及びセグメント利益の金額は、変更後の区分に基づいております。
なお、2026年２月28日現在の設備・メンテナンス事業の売上高は、玉紘工業㈱の第１四半期のものです。

② 設備投資の状況
特筆すべき設備投資は行っておりません。

③ 資金調達の状況
当社は、金融機関より運転資金等として、長期借入金400百万円を調達いたしました。

④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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（2）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況 （単位：千円）

区 分 第13期
（2022.3.1〜2023.2.28）

第14期
（2023.3.1〜2024.2.29）

第15期
（2024.3.1〜2025.2.28）

第16期
（2025.3.1〜2026.2.28）

売 上 高 11,460,884 12,626,084 16,940,669 16,336,273
経 常 利 益 177,294 245,793 875,135 1,156,037
親会社株主に帰属する当期純利益 179,367 384,892 705,077 828,031
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 11円33銭 24円82銭 45円43銭 53円57銭
総 資 産 7,298,237 8,135,330 9,438,084 9,269,141
純 資 産 3,280,654 3,637,505 4,214,613 4,676,056

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき、算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況 （単位：千円）

区 分 第13期
（2022.3.1〜2023.2.28）

第14期
（2023.3.1〜2024.2.29）

第15期
（2024.3.1〜2025.2.28）

第16期
（2025.3.1〜2026.2.28）

売 上 高 503,244 470,061 495,387 816,335
経 常 利 益 137,111 65,872 102,045 357,076
当 期 純 利 益 311,423 319,359 199,040 391,219
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 19円68銭 20円60銭 12円83銭 25円31銭
総 資 産 6,034,953 6,321,858 6,413,060 6,615,615
純 資 産 4,020,443 4,310,319 4,379,536 4,349,799

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき、算出しております。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 日 商 イ ン タ ー ラ イ フ 100,000千円 100％ 内装工事事業

株式会社システムエンジニアリング 82,885千円 100％ 音響・照明設備事業

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況 （単位：千円）

会 社 名 住 所 帳簿価額の
合計額 当社の総資産額

株 式 会 社 日 商 イ ン タ ー ラ イ フ 東京都荒川区東尾久４丁目16番12号 2,523,758
6,615,615

株式会社システムエンジニアリング 東京都台東区柳橋１丁目13番3号 1,812,775

（4）対処すべき課題
第５次中期経営計画の２年目である2027年２月期は、３つの重点課題への対応と資本コストと株価を意識

した経営を推進し、時代の変革に挑み続けて持続的成長を実現してまいります。
３つの重点課題への対応

１.新たな成長基盤の構築
▪成長基盤の拡大
▪新商材の開発
▪成長領域の拡大

→ 新規領域の開拓、大阪拠点の基盤拡大
→ 特許取得商材の販路拡大
→ グループシナジーの追求、M＆Aへの投資

２.更なる収益力の向上
▪稼ぐ力の強化
▪コスト管理
▪生産性向上

→ 高採算の大型案件の獲得による利益率改善
→ 原価コントロールによるコスト管理強化
→ 生成AIの積極活用によるDX化の推進

３.ＥＳＧ経営の推進
▪人的資本投資
▪ガバナンス強化
▪資本コストと株価を意識
した経営の推進

→ 人材採用、育成、定着への積極投資
→ エンゲージメント向上への取り組み強化
→ 攻めのIR、配当性向50％以上の実現
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（5）主要な事業内容（2026年２月28日現在）
当社グループは、内装工事事業、音響・照明設備事業を行っておりますが、各事業の内容は以下の通りであ

ります。
① 内装工事事業

商業施設（飲食店・物販店）、ホテル・ブライダル施設、オフィス、展示会等に関する企画・デザイン・
設計・制作・施工管理、清掃・メンテナンス等を行っております。

② 音響・照明設備事業
施設の演出・各種設備（音響映像・演出照明・吊物機構・議場システム等）の企画・設計・施工・メン
テナンス・VODシステムの導入、ＡＶＣ機器システムの設計・施工・保守などを行っております。

（6）主要な営業所及び工場（2026年２月28日現在）

名 称 所 在 地

株 式 会 社 日 商 イ ン タ ー ラ イ フ 東京都荒川区東尾久、東京都北区田端新町
大阪府大阪市浪速区難波中

株 式 会 社 シ ス テ ム エ ン ジ ニ ア リ ン グ 東京都台東区柳橋、大阪府大阪市西区西本町
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（7）従業員の状況（2026年２月28日現在）
① 企業集団の従業員の状況

事業・業務別 従業員数 前連結会計年度末比増減
内 装 工 事 事 業 124（ 163） 名 4名減 （ 9名減）
音 響 ・ 照 明 設 備 事 業 99（ 21） 名 7名減 （ 9名増）
設備・メンテナンス事業 ―（ ―） 名 7名減 （ 4名減）
全 社 （共 通） 15（ 1） 名 1名増 （ ―）

合 計 238（ 185） 名 17名減 （ 4名減）
（注）従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおり、パート及

び嘱託社員等は（ ）内に年間平均雇用人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
15（ 1 ）名 1名増（ ― ） 48.5歳 6.4年

（注）従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおり、パート及び嘱託社員等は（ ）内に年間
平均雇用人員を外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2026年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 り そ な 銀 行 656,867千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 326,755千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 135,713千円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、2025年５月31日付で設備・メンテナンス事業のファシリティーマネジメント㈱が所有する玉紘

工業㈱の全株式を譲渡、及び2025年６月１日付で設備・メンテナンス事業のファシリティーマネジメント㈱
と内装工事事業の㈱日商インターライフを合併いたしました。これにより当社グループは、当社及び㈱日商
インターライフ（内装工事事業）、㈱システムエンジニアリング、㈱サンケンシステム（音響・照明設備事
業）の４社２事業体制となります。

2026年04月16日 18時14分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



個人
49.3％
7,821千株

その他国内法人
39.2％
6,226千株

証券会社
2.7％
426千株

金融機関
4.1％
650千株

外国人
4.7％
752千株

株式分布状況

24

２．会社の現況
（1）株式の状況（2026年２月28日現在）

① 発行可能株式総数 80,042,116株
② 発行済株式の総数 17,010,529株（自己株式1,133,680株を含む。）
③ 株主数 8,662名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率
株 式 会 社 辰 巳 4,966,200株 31.28％

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 622,900株 3.92％

インターライフホールディングス取引先持株会 459,400株 2.89％

株 式 会 社 乃 村 工 藝 社 445,300株 2.80％

インターライフホールディングス社員持株会 420,300株 2.65％

東 京 建 物 株 式 会 社 400,000株 2.52％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 302,900株 1.91％

及 川 民 司 220,200株 1.39％

インターライフホールディングス役員持株会 213,800株 1.35％

市 岡 悦 子 178,100株 1.12％

（注）１．持株比率は自己株式（1,133,680株）を控除して計算し
ております。

２．㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する
622,900株につきましては、連結計算書類及び計算書類
においては自己株式として処理しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

（2）新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役の状況（2026年２月28日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長ＣＥＯ 庄 司 正 英 ㈱辰巳代表取締役

代表取締役社長 貴 田 晃 司 ㈱サンケンシステム代表取締役会長

専 務 取 締 役 香 川 正 司
情報システム部長
㈱日商インターライフ取締役会長
㈱システムエンジニアリング取締役会長

専 務 取 締 役 大 畑 正 明 経理部長

常 務 取 締 役 加 藤 雅 也 経営企画部長

取 締 役 大 前 哲 也 ㈱日商インターライフ取締役
㈱システムエンジニアリング取締役

取締役（監査等委員） 松 沢 照 和 ㈱日商インターライフ監査役
㈱システムエンジニアリング監査役

取締役（監査等委員） 落 合 健 介 ㈱神萃代表取締役

取締役（監査等委員） 那 須 健 二 フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長

取締役（監査等委員） 田 子 みどり 日本ジョイントソリューションズ㈱社外取締役
㈱クリーク・アンドリバー社社外取締役

（注）１．取締役（監査等委員）落合健介氏、那須健二氏及び田子みどり氏は、社外取締役であり株式会社東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

２．情報の収集、その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、松沢照和氏を常勤の監査等委員に選定してお
ります。

３．取締役（監査等委員）落合健介氏は金融機関に長年勤め財務・経理、企業経営などの豊富な知識・知見を有しております。
那須健二氏は金融機関の経験や監査部門に携わるなど経理やグループガバナンスなどの豊富な知識・知見を有しておりま
す。田子みどり氏は企業家としての豊富な経験とＩＴ・ＤＸに関する知識・知見を有しております。

② 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保

険）契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関して責任を負う
こと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。故意又
は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されないなど、一定の免責事由があります。
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当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定であります。
保険料は全額当社が負担しております。

④ 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

区 分 対象となる
役員の員数

報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）

基本報酬 業績連動型
株式報酬

取締役（監査等委員を除く） 6名 101,582 89,224 12,358

取締役（監査等委員） 4名 17,355 17,355 −

合 計 10名 118,938 106,580 12,358
（注）１．業績連動型株式報酬には当事業年度に費用計上した額を記載しております。当該株式報酬のほかに業績連動型報酬等、非

金銭報酬等はありません。
２．上記のうち、社外役員に対して支払った報酬等の額は、下記の通りであります。

社外取締役（監査等委員）3名8,250千円
３．当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く）は6名であります。
４．当事業年度末現在の取締役（監査等委員）は4名であります。

⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
（ⅰ）当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、基本報酬と業績達成度等に応じて当社株式が信
託を通じて給付される業績連動型の株式報酬で構成されております。基本報酬及び業績連動型の株式報
酬の決定は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長と独立社外取締役で構成さ
れるガバナンス委員会にて検討され、取締役会で一任を受けた代表取締役社長貴田晃司氏が行います。
報酬の決定を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を当社において最も
熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資する
と判断したためであります。なお、取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が取締役
会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断してお
ります。
基本報酬は、当社グループの経営計画の達成に向けたインセンティブとして機能するよう、同計画で

定めた定量的な経営目標（売上高、営業利益、営業利益率等）を評価指標とします。さらに、個別に設
定する定性的な目標の達成度合いを踏まえ、全体的な業績への寄与度、貢献度等も加味し、役員評価制
度に沿って報酬案を代表取締役社長が作成し、総合的な評価に基づいてガバナンス委員会に答申の上、
代表取締役社長貴田晃司氏が決定いたします。報酬案についてはガバナンス委員会へ諮り、客観性と妥
当性の確認をしております。当事業年度における経営指標の目標は、連結業績において、売上高16,500
百万円、営業利益1,100百万円、営業利益率6.6％であり、実績は売上高16,336百万円、営業利益
1,166百万円、営業利益率7.1％であります。
業績連動型の株式報酬については、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価

上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績
の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、株式価値に連動したインセンティブ
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付与制度として、当社の普通株式の給付を行うものであります。
同制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、「本信託」といいます。）を通じ

て取得され、当社の取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち非常勤の取締役を除
きます。）及び執行役員並びに当社グループ会社の取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（以
下、総称して「役員」といいます。）に対して、当社及び当社グループが定める役員株式給付規程に従っ
て、業績達成度等に応じて当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
当社及び当社グループ会社の役員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時となり

ます。役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき当該事業年度における報酬月額、業
績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。当社の当事業年度における株式給付信託に
係る指標の目標としては、当社の経営計画達成に向けたインセンティブとして機能するよう、営業利益
（当事業年度における目標1,100百万円）としており、その実績は1,166百万円となりました。

同報酬制度に基づく報酬案についてもガバナンス委員会へ諮り、客観性と妥当性の確認をしておりま
す。
監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。
基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定し

ております。
（ⅱ）報酬等に関する株主総会の決議は、2017年５月25日開催の第７期定時株主総会において、取締役

（監査等委員を除く）の報酬限度額を年額200百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）（ただし、
使用人分給与を含まない。）と、また監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議
いただいております。なお、当該株主総会決議時の取締役（監査等委員を除く）の数は８名、取締役
（監査等委員）４名であります。

また、2021年５月26日開催の第11期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び
それ以外の取締役のうち非常勤の取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定
を決議いただいております。当該株主総会決議時の取締役（監査等委員を除く）の数は７名、取締役
（監査等委員）３名であります。

（ⅲ）指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会であるガバナンス委員会は、取締役会の諮問機関
として、取締役の指名・報酬・役位に関する事項や、その他取締役会が審議を求める事項について検討
し、取締役会へ適切な報告を行います。
2026年２月期においては、ガバナンス委員会については、計４回開催し、役員候補者に関する事項や

役員報酬についての確認等を行いました。また、取締役会は、2025年５月27日に開催し、代表取締役
社長貴田晃司氏に対して取締役（監査等委員を除く）の報酬の個人別の金額を上記制度に基づき決定す
ることについて一任する決議を行いました。
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⑥ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）落合健介氏は、㈱神萃代表取締役を兼務しております。当社グループは、㈱
神萃との間に特別な関係はありません。
取締役（監査等委員）那須健二氏は、フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長を兼務し

ております。当社グループは、フィンテックアセットマネジメント㈱との間に特別な関係はありませ
ん。
取締役（監査等委員）田子みどり氏は、日本ジョイントソリューションズ㈱社外取締役、㈱クリー

ク・アンドリバー社社外取締役を兼務しております。当社グループは、日本ジョイントソリューショ
ンズ㈱、㈱クリーク・アンドリバー社との間に特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

区分 氏名
取締役会への
出席状況
（出席率）

主な活動状況

社外取締役
（監査等委員） 落 合 健 介 100％

落合健介氏は、当事業年度に開催された取締役会13回中
13回、監査等委員会５回中５回に出席いたしました。同氏
は企業経営や金融政策などに関する専門的見地から意見を
述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための助言・提案を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 那 須 健 二 100％

那須健二氏は、当事業年度に開催された取締役会13回中
13回、監査等委員会５回中５回に出席いたしました。同氏
は経理やグループのガバナンスなどの専門的見地から意見
を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提案を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 田 子 みどり 100％

田子みどり氏は、社外取締役就任後に開催された取締役会
10回中10回、監査等委員会４回中４回に出席いたしまし
た。同氏はIT・DXなどの専門的な知見から意見を述べる
など、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提案を行っております。

（注）書面決議による取締役会の回数は除いております。

ハ．当社の子会社から当事業年度に役員として受けた報酬等の総額
該当事項はありません。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 ＯＡＧ監査法人

② 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27百万円
当社及び子会社が会計監査人に対し支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 29百万円
（注）１．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行

状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬
等の額について同意の判断をいたしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の
額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容
当社はＯＡＧ監査法人に対して、株式売出に係るコンフォートレター作成業務について対価を支払って

おります。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項については、監査等委員会の決議によって行うこ

ととしております。また、会計監査人を法定の解任事由に基づき解任することに対する監査等委員の全員
の同意は、監査等委員会における協議を経て行うことにしております。この場合においては、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
［流 動 資 産］ ［6,567,413］ ［流 動 負 債］ ［3,379,054］

現 金 及 び 預 金 2,640,097 支払手形及び買掛金 190,808
受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等 2,670,359 工 事 未 払 金 995,713
電 子 記 録 債 権 303,311 短 期 借 入 金 350,000
棚 卸 資 産 13,509 1年内返済予定の長期借入金 331,472
未 成 工 事 支 出 金 830,003 未 払 法 人 税 等 306,557
そ の 他 116,300 契 約 負 債 494,633
貸 倒 引 当 金 △6,167 賞 与 引 当 金 299,592

完成工事補償引当金 11,354
［固 定 資 産］ ［2,701,727］ 資 産 除 去 債 務 2,631
（有形固定資産） （1,131,306） そ の 他 396,291

建 物 及 び 構 築 物 362,790
機械装置及び運搬具 5,062 ［固 定 負 債］ ［1,214,029］
土 地 664,353 長 期 借 入 金 774,457
そ の 他 99,099 繰 延 税 金 負 債 18,993

（無形固定資産） （496,845） 役員退職慰労引当金 35,180
の れ ん 233,044 株 式 給 付 引 当 金 180,425
借 地 権 220,099 退職給付に係る負債 70,961
そ の 他 43,701 資 産 除 去 債 務 21,479

（投資その他の資産） （1,073,575） そ の 他 112,531
投 資 有 価 証 券 936,685 負 債 合 計 4,593,084
長 期 貸 付 金 110 純 資 産 の 部
繰 延 税 金 資 産 48,062 ［株 主 資 本］ ［4,406,496］
破 産 更 生 債 権 等 121,184 資 本 金 2,979,460
そ の 他 98,422 資 本 剰 余 金 698,682
貸 倒 引 当 金 △130,889 利 益 剰 余 金 1,217,658

自 己 株 式 △489,305
［その他の包括利益累計額］ ［269,560］

その他有価証券評価差額金 269,560
純 資 産 合 計 4,676,056

資 産 合 計 9,269,141 負 債 純 資 産 合 計 9,269,141
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(20252026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 16,336,273
売 上 原 価 12,695,233

売 上 総 利 益 3,641,039
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,474,176

営 業 利 益 1,166,863
営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,204
受 取 配 当 金 20,069
助 成 金 収 入 171
そ の 他 12,015 37,461

営 業 外 費 用
支 払 利 息 27,161
支 払 手 数 料 21,068
そ の 他 57 48,286
経 常 利 益 1,156,037

特 別 利 益
子 会 社 株 式 売 却 益 70,439 70,439

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,897
事 務 所 閉 鎖 損 失 4,460 7,358

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,219,118
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 408,410
法 人 税 等 調 整 額 △17,323 391,087
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 828,031

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
［流 動 資 産］ ［626,148］ ［流 動 負 債］ ［1,314,684］

現 金 及 び 預 金 577,801 短 期 借 入 金 350,000
前 払 費 用 9,478 未 払 金 10,713
未 収 入 金 37,377 1年内返済予定の長期借入金 331,472
そ の 他 1,492 リ ー ス 債 務 4,676

未 払 費 用 5,068
未 払 法 人 税 等 4,272
未 払 消 費 税 等 5,402

［固 定 資 産］ ［5,989,466］ 預 り 金 588,191
（有形固定資産） （380,909） 賞 与 引 当 金 14,888

建 物 及 び 構 築 物 72,433
工具、器具及び備品 15,965 ［固 定 負 債］ ［951,131］
土 地 292,511 長 期 借 入 金 774,457

（無形固定資産） （1,669） 繰 延 税 金 負 債 93,002
ソ フ ト ウ エ ア 1,669 リ ー ス 債 務 12,185

（投資その他の資産） （5,606,887） 退 職 給 付 引 当 金 6,878
投 資 有 価 証 券 708,305 役員退職慰労引当金 80
子 会 社 株 式 4,877,896 株 式 給 付 引 当 金 56,632
敷 金 及 び 保 証 金 20,539 資 産 除 去 債 務 7,895
そ の 他 146 負 債 合 計 2,265,815

純 資 産 の 部
［株 主 資 本］ ［4,143,760］

資 本 金 2,979,460
資 本 剰 余 金 511,191
資 本 準 備 金 511,191

利 益 剰 余 金 1,142,413
利 益 準 備 金 142,872
そ の 他 利 益 剰 余 金 999,541
繰 越 利 益 剰 余 金 999,541

自 己 株 式 △489,305
［評価・換算差額等］ ［206,039］

その他有価証券評価差額金 206,039
純 資 産 合 計 4,349,799

資 産 合 計 6,615,615 負 債 純 資 産 合 計 6,615,615
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(20252026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 816,335

営 業 費 用 438,328

営 業 利 益 378,007

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,532

受 取 配 当 金 15,132

雑 収 入 420 18,086

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,948

支 払 手 数 料 6,068 39,016

経 常 利 益 357,076

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 357,076

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △32,302

法 人 税 等 調 整 額 △1,840 △34,143

当 期 純 利 益 391,219
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年４月13日
インターライフホールディングス株式会社
取締役会 御中

ＯＡＧ監査法人
東京都千代田区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 今井 基喜
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 池上 敬

＜連結計算書類等監査＞
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、インターライフホールディングス株式会社の

2025年３月１日から2026年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、インターライフホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年４月13日
インターライフホールディングス株式会社
取締役会 御中

ＯＡＧ監査法人
東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 今井 基喜
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 池上 敬

＜計算書類等監査＞
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、インターライフホールディングス株式会社

の2025年３月１日から2026年２月28日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書作成時点において、有効である
旨の報告を取締役等及びＯＡＧ監査法人から受けております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＯＡＧ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＯＡＧ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月13日
インターライフホールディングス株式会社 監査等委員会

監 査 等 委 員 松 沢 照 和 ㊞
監 査 等 委 員 落 合 健 介 ㊞
監 査 等 委 員 那 須 健 二 ㊞
監 査 等 委 員 田 子 み ど り ㊞

（注）監査等委員落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規
定する社外取締役であります。

以 上
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電子提供措置の開始日 2026年５月１日

株 主 各 位

第16期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

●事業報告の「コーポレート・ガバナンスに対する考え方」……… 45 頁

●連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」……… 53 頁

●連結計算書類の「連結注記表」 ……… 54 頁

●計算書類の「株主資本等変動計算書」……… 67 頁

●計算書類の「個別注記表」 ……… 68 頁

（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
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コーポレート・ガバナンスに対する考え方
（1）基本的なコーポレート・ガバナンスの考え方

当社グループは、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最重要課題として位置付けており、取締役の選
任、報酬の決定、経営の監視を含む経営全般について、法令を遵守し、また、企業経営の効率性の向上、健
全性の確保、透明性の向上に努めてまいります。
グループの内部統制機能の充実を目指し、内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス推進

体制の見直しと強化を図ってまいります。
なお、当社グループの取り組みをまとめたものを「コーポレート・ガバナンス基本方針」として当社ホー

ムページにて開示しております。

当社ウェブサイト https://www.n-interlife.co.jp
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（2） コーポレート・ガバナンスの体制
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（3）業務の適正を確保するための体制
当社グループの「内部統制システムの整備に関する基本方針」は、以下のとおりであります。

① 当社ならびに子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
法令等の遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底するため、企業が社会の一員として果たすべ

き社会的責任の根本方針及びその一部を成すコンプライアンス体制確立の基礎として、グループCSR憲章
及びグループ行動規範を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神をグループ会社の役職員に伝える。
さらに、当社グループの業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を

一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款遵守の
体制の確立に努める。また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査するとともに、
定期的に検証をすることで課題の早期発見と是正に努めることとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
代表取締役社長は、経営企画部を担当する役員を、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関

する全社的な統括責任者として任命し、社内規程等に基づき、職務の執行に係る情報を文書または電磁的
媒体にて記録し、取締役が適切かつ確実に閲覧可能な検索性の高い状態で保存・管理する。

③ 当社ならびに子会社の取締役の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの業務執行に係るリスクに関して、当社グループにおいてそれぞれ予見されるリスクの分

析と識別を行い、リスク管理体制を明確化するとともに、内部監査部門が当社及びグループ会社ごとのリ
スク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する。

④ 当社ならびに子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制として、迅速かつ適正な意思決定を

行うため、取締役会規則等に基づく職務権限・意思決定に関する規則により適正かつ効率的に職務の執行
が行われる体制を採る。

⑤ 当社ならびに子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 当社グループのCSR活動を統括する経営企画部に、コンプライアンスに関する統括機能を持たせ、役職

員が法令・定款その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるための規範や行動基準とし
てグループCSR憲章及びグループ行動規範を定め、その周知徹底と遵守の推進を図ることとする。
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2. 当社グループの使用人が、法令・定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に違反する行為等が行わ
れていることを知り得た場合に公益通報として通報できる体制、ならびにその責任者が重要な案件に
ついて遅滞なく当社の取締役会及び監査等委員会に報告する体制を確立する。また、その通報者の保
護を図るとともに、透明性を維持した的確な対処の体制として、業務上の報告経路のほか内部監査室
及び外部専門機関を受付窓口とする通報窓口を整備し、これを周知徹底する。

⑥ 当該会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの役職員に適用されるグループCSR憲章及びグループ行動規範に則り、当社グル

ープ全体のコンプライアンス体制を確立する。また、リスク管理規程に則り、当社グループ全体のリスク
管理体制の整備を図るほか、当社グループに対する内部監査室による監査体制を構築する。なお、当社は、
子会社管理に係る規程に基づき、子会社等関係会社の経営の主体性を尊重するとともに、事業内容の定期
的な報告を受け、重要案件に関する事前協議等を実施することにより、当社グループ全体の業務の適正を
図る。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議の上、その職務

を補助する使用人を配置する。

⑧ 前号の使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の
前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1. 監査等委員会の職務を補助する使用人は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の指揮命令・監督
を受けない。

2. 当該使用人の指名・異動等人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を必要とする。

⑨ 当社ならびに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会
への報告に関する体制、及び監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制

1. 当社グループの取締役及び使用人は、職務執行に関して当社グループにおける重大な法令・定款違反
もしくは不正行為の事実、または当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったとき
は、遅滞なく当社の監査等委員会に報告しなければならない。

2. 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループにおいて事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、
内部監査の実施結果を遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。

3. 当社グループの公益通報制度に関する規程において、当社グループの取締役及び使用人が当社監査等
委員に対して直接通報を行うことができること及び当該通報をしたこと自体による不利益な取扱いを
受けないことを明記する。
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⑩ 監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生じる費用の

前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を
除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 代表取締役社長は、各監査等委員と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の

交換のほか、意思の疎通を図るものとする。
2. 監査等委員は、必要に応じて業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議へ出席できる。
3. 監査等委員会は、独自に必要に応じて、弁護士、公認会計士その他の外部のアドバイザーを活用し、

監査業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとする。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社グループは、「グループ CSR 憲章・グループ行動規範」において「反社会的勢力・団体・個人から

の不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で対応し、利益の供与は行わないだけでなく、一切の関係を排
除します。」と定め、基本的な考え方を示すとともに、社内に周知徹底を図る。また、反社会的勢力に対す
る対応は、経営企画部が統括し、顧問弁護士、所轄警察署、外部専門機関と連携して組織的に対応する。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効か

つ適切な提出に向け、「財務報告及び財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、規程及び体制を整備
するとともに、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要に応じて改善を行い、実効性のある内
部統制システムを構築する。
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（4）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、当社グループの業務の適正を確保する

ための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下の通りであ
ります。
当社の取締役会は、監査等委員ではない取締役（以下、取締役という）６名と、監査等委員である取締役

（以下、監査等委員という）のうち独立社外取締役３名を含む４名の監査等委員が出席した上で開催しており
ます。
子会社においては、取締役会を毎月開催しており、重要な事項は当社取締役会において審議し、子会社の

適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めております。
内部監査室は、代表取締役社長の承認を得た年度監査計画書に基づき、法令・社内規程等の遵守状況につ

いて、当社及びグループ会社を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況を代表取締役社長及び監査
対象部署、その内容に応じて取締役会及び監査等委員会に報告しております。
監査等委員会は、監査方針及び監査計画に基づき監査等委員会を開催し、監査等委員間の情報共有を行っ

ております。代表取締役社長及び会計監査人との会合等を開催し、また当社取締役会への出席及び内部監査
室との連携により会社状況を把握し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。常勤の監査
等委員は、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するとともに、グループ会社の取締役会に出席し、適
宜意見を述べております。
当社は、「コンプライアンス規程」に基づいて、コンプライアンス推進委員会を開催し、必要に応じてコン

プライアンス体制の見直しを図っております。また、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を設置
し、当社グループのリスクの見直しを必要に応じて行っております。

（5）剰余金の配当等の決定に関する基本方針
当社グループは、株主の皆様への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、安定した配当を行うこと

を基本としており、配当性向50％以上を目標に金額については、企業体質の強化及び内部留保の充実を併せ
て検討しております。
内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための新規事業開発・人材育成及び財務

体質の改善、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。
また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めの

ある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締
役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2026年２月期の期末配当につきましては、2026年４月14日開催の取締役会で、１株当り20円(効力発生

日 2026年５月8日)、配当金の総額は317百万円とする決議をさせていただきました。
なお、当社は2026年２月期より、８月末を基準日とする中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を

実施することといたしました。
（ご参考）
2026年２月期の中間配当金：１株当たり10円、配当金の総額162百万円
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連結株主資本等変動計算書
(20252026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 2,979,460 698,682 877,640 △327,663 4,228,120
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △488,013 △488,013
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 828,031 828,031

自 己 株 式 の 取 得 △199,976 △199,976
自 己 株 式 の 処 分 38,333 38,333
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 340,018 △161,642 178,375
当 期 末 残 高 2,979,460 698,682 1,217,658 △489,305 4,406,496

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △13,507 △13,507 4,214,613
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △488,013
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 828,031

自 己 株 式 の 取 得 △199,976
自 己 株 式 の 処 分 38,333
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 283,067 283,067 283,067

当 期 変 動 額 合 計 283,067 283,067 461,443
当 期 末 残 高 269,560 269,560 4,676,056

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数 3社
・連結子会社の名称 ㈱日商インターライフ

㈱システムエンジニアリング
㈱サンケンシステム
当社の連結子会社であった玉紘工業㈱は、全株式を譲渡したため、連
結の範囲から除外しております。
また当社の連結子会社であったファシリティーマネジメント㈱を㈱日
商インターライフに吸収合併いたしました。

（2）連結子会社の事業年度等に関する事項
全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

（3）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法
・その他の有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
・未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。
・貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用して
おります。

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法で計算しておりま
す。

ニ．長期前払費用 定額法を採用しております。
③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上し
ております。

ハ．完成工事補償引当金 商業施設制作業務に係る瑕疵担保の費用については、当連結会計年度
に至る１年間の商業施設制作業務完成工事高に対し、前２連結会計年
度の実績率を基礎に将来の支払見込額を加味して計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金 当社及び当社グループ会社は、2015年2月をもって役員退職慰労金制
度を廃止しております。これに伴い、引き続き在任する役員の役員退
職慰労金制度廃止時点における要支給額を引当計上しております。

ホ．株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社及び当社グループ会社の役員及び執行
役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株
式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため簡便法に基づき、当連結会計年度末の自己都合要支給額から中小企業退
職金共済制度による退職金の支給見込額を控除して計上しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務の充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
（内装工事及び音響・照明設備等の施工に関する収益）

内装工事及び音響・照明設備等は、施工業務を実施し、成果物を完成させ、顧客に納品することが主
な履行義務であります。
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当該取引は施工業務の進捗度によって、一定の期間にわたり履行義務が充足されていくと判断し、履
行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係
る進捗度の見積りは、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算定しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短

い工事については、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、成果物の提供を顧
客が検収した時点で収益を認識しております。
（メンテナンスサービスに関する収益）
a. 年間契約に基づく保守メンテナンスサービス及び維持管理業務

年間契約に基づく保守メンテナンスサービス及び維持管理業務は、契約期間にわたるサービス及び業
務の提供が主な履行義務であります。当該取引は、契約期間にわたり均一のサービス及び業務を提供
するものであるため時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、顧客との契約期間に従い一定
期間にわたって収益を認識しております。

b. 個別契約によるスポットメンテナンス
個別契約によるスポットメンテナンスは、顧客へのサービス提供が主な履行義務であります。当該取
引は、サービスの提供を顧客が検収した時点において顧客がサービスの支配を獲得することから、履
行義務が充足したと判断し、同時点で収益を認識しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジを採用しております。特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理を採用しております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金
ハ．ヘッジ方針 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
ニ．ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効
性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の
評価を省略しております。

⑦ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
イ．のれんの償却方法及び償却期間

10年間の定額法により償却を行っております。
ロ．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあ
りません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結
計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響はあ
りません。

３．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

４．重要な会計上の見積りに関する注記
内装工事及び音響・照明設備等の施工に関する収益認識
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法における完成工事高 6,075,736千円
うち、当連結会計年度末において、進行中の案件に係る完成工事高 2,670,835千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
内装工事及び音響・照明設備等の施工については、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であ

り、履行義務の充足に係る進捗に基づき収益を認識しております。履行業務の充足に係る進捗度の見積
りは、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算定しております。なお、工事収益総
額、工事原価総額、決算日における工事の進捗度について、個別の工事契約ごとに、決算日において入
手可能な全ての情報に基づき最善の見積りを行っております。
工事収益総額は、原則として請負契約書に記載されている請負契約額に基づいておりますが、追加工

事や工事の変更が生じると、決算日時点で変更契約の締結に至らないことがあります。このような場
合、発注者からの工事指示書、発注者との交渉に用いた変更に係る見積書、交渉の結果を記録した議事
録等に基づいて、合意に至る可能性を判断しながら工事収益総額の見積りに反映しております。そのた
め、見積りの前提条件に変更があった場合に、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可
能性があります。
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５．追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、当社及び当社グループ会社の役員及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度（以下、「本制
度」という。）を導入しております。
(1) 取引の概要

当社は、本制度の導入に際し役員株式給付規程を制定し、同規程に基づき、将来給付する株式の取得資
金として、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社の株式を取得します。

(2) 会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号

平成27年３月26日）に準じて、役員及び執行役員に割り当てられる見積りポイント数を基礎として、費
用及びこれに対応する引当金を計上しております。

(3) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において
159,506千円、622,900株であります。

６．連結貸借対照表に関する注記
（1）棚卸資産の内訳は下記の通りであります。

貯蔵品 13,509千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,038,673千円

（3）受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額
は、それぞれ以下の通りであります。
受取手形 252,287千円
完成工事未収入金等 599,662千円
契約資産 1,818,410千円
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７．連結損益計算書に関する注記
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、「11.収益認識に関する注記（1）顧客との契約から生じる収益を分解
した情報」に記載しております。

８．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 17,010,529株 −株 −株 17,010,529株

（2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 717,280株 416,400株 −株 1,133,680株
（注）１．株式給付信託制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する622,900株につ

きましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算
書においては自己株式として処理しております。

２．自己株式の数の増加は、取締役会決議による取得によるものであります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年４月14日
取締役会 普通株式 325,864千円 20.00円 2025年２月28日 2025年５月８日

（注）配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金15,452
千円が含まれております。

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年10月15日
取締役会 普通株式 162,148千円 10.00円 2025年８月31日 2025年11月13日

（注）配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金6,229千
円が含まれております。
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年４月14日
取締役会 普通株式 利益剰余金 317,536千円 20.00円 2026年２月28日 2026年５月８日

（注）配当金の総額には、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金12,458
千円が含まれております。

（4）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

９．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金を銀行借入により調達してお
ります。
営業債権及び貸付金の信用リスクについては、各社の営業部門が社内規程に従い取引先それぞれの与信枠

を設け管理するとともに、取引先の経営状況を定期的にモニタリングすることにより、財務状況の悪化等に
よる回収懸念の早期把握やリスクの軽減を図っております。投資有価証券は主として株式であり、上場株式
については四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金、工事未払金は一年以内の支払期日であります。短期借入金は主に、営業取引に係る

運転資金の確保を目的とした資金調達であります。また、長期借入金はＭ＆Ａ等を目的とした資金調達であ
り、一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約ごとにデリバティブ取
引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りでありま

す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注2）を参照ください。）。また、「現金
及び預金」「受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「工事未
払金」「短期借入金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ことから、注記を省略しております。なお、「長期貸付金」及び「破産更生債権等」については、貸倒引当
金控除後の計上額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券
その他有価証券 915,007 915,007 −

資産計 915,007 915,007 −
長期借入金 1,105,929 1,105,208 △720

負債計 1,105,929 1,105,208 △720
（注）１．有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（2）長期借入金
長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。

（3）デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

（注）２．市場価格のない株式等
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 21,677
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（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 915,007 − − 915,007

資産計 915,007 − − 915,007

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 − 1,105,208 − 1,105,208

負債計 − 1,105,208 − 1,105,208
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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10．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び当社の一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等を有して
おります。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価
賃貸等不動産 183,971 197,496
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 337,203 355,174
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額並びに一部の土地

及び建物につきましては、減損損失額を取得原価から直接控除した金額であります。
２．当連結会計年度末の時価は、自社で合理的に算定した価額（指標等を用いて調整を行った

ものを含む）であります。

11．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント

合計内装工事
事業

音響・照明
設備事業

設備・
メンテナンス

事業

売上高
一時点で移転される
財又はサービス 7,607,319 2,495,924 24,131 10,127,375
一定の期間にわたり
移転される財又はサ
ービス

2,408,092 3,666,835 808 6,075,736

顧客との契約から生
じる収益 10,015,412 6,162,759 24,940 16,203,112

その他の収益 30,802 102,359 − 133,161

外部顧客への売上高 10,046,214 6,265,118 24,940 16,336,273
(注) 「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるVODシス

テムの賃貸収入等であります。
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（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注
記等（3）会計方針に関する事項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（3）当連結会計年度末及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,716,163

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 851,949

契約資産（期首残高） 1,401,436

契約資産（期末残高） 1,818,410

契約負債（期首残高） 474,346

契約負債（期末残高） 494,633
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は、449,262千円であ

ります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、4,380,471千円であり、当社グ

ループは、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて主に１年から３年までの間で収益を認識す
ることを見込んでおります。

12．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 306円55銭
（2）１株当たり当期純利益 53円57銭
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎となる当連結会計年度末の普通株式数及び１株当たり当期純利益

の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が
保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めております。なお、１株当たり純資産額の算定上、控
除した㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当連結会計年度末の自己株式数は622千株であ
り、１株当たり当期純利益の算定上、控除した㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自己株
式の期中平均株式数は657千株であります。

13．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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14．その他の注記
(企業結合等関係)
（連結子会社株式の譲渡）
当社は、2025年３月25日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるファシリティーマネジメン

ト㈱が保有する玉紘工業㈱の全株式を譲渡することを決議し、株式の譲渡日である2025年５月31日をもっ
て、連結子会社から除外しております。
（１）事業分離の概要
① 分離先企業の名称

東武ビルマネジメント㈱
② 分離した連結子会社の名称及び事業内容

連結子会社の名称：玉紘工業㈱
事業の内容 ：空調・電気・給排水・衛生設備などの施工、修理、設備機器販売

③ 事業分離を行った主な理由
玉紘工業㈱は2016年３月に当社グループに参画し、複数名の工事監理者を有し足立区を中心に公共

工事の入札に参加し空調設備工事等の工事を行ってまいりました。
譲渡先である東武ビルマネジメント㈱は、東武鉄道の駅や車両、駅ビルをはじめ、様々な施設の設備

管理業務を行っており、効率的かつ総合力に優れた総合ビルマネジメント会社として、都内を中心に関
東一円に事業展開を進めております。今般、同社より設備需要の拡大に向けた監理および施工体制の強
化や工事の内製化による工事受注の拡大を図る目的で本件株式譲受の申出がありました。
同社が掲げる事業展開上の必要性および当社グループへの影響などについて協議を重ねた結果、当社

における今後の経営環境の変化に対応するため、玉紘工業㈱の株式を譲渡するとの判断に至りました。
④ 事業分離日

2025年５月31日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
(２) 実施した会計処理の概要
① 移転損益の金額

子会社株式売却益 70,439千円
② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 197,240千円
固定資産 45,405千円
資産合計 242,645千円
流動負債 182,345千円
固定負債 11,421千円
負債合計 193,766千円
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③ 会計処理
玉紘工業㈱の連結上の帳簿価額と譲渡価額との差額を子会社株式売却益として、特別利益に計上して

おります。
(３) 分離した事業が含まれていた報告セグメント

設備・メンテナンス事業
(４) 連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高 24,940千円
営業損失(△) △14,605千円

（共通支配下の取引等）
連結子会社間の合併
(１) 取引の概要
① 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：ファシリティーマネジメント㈱
事業の内容：設備・メンテナンス事業

② 企業結合日
2025年６月１日

③ 企業結合の法的形式
㈱日商インターライフを存続会社、ファシリティーマネジメント㈱を消滅会社とする吸収合併

④ 結合後企業の名称
㈱日商インターライフ

⑤ その他取引の概要に関する事項
㈱日商インターライフが施工する商業施設等の清掃・メンテナンス業務までを一貫して受注できる体

制が整うことで業務の拡大による持続的な成長による企業価値の向上を目指します。
(２) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準
及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基
づき、共通支配下の取引として会計処理をいたしました。
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株主資本等変動計算書
(20252026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 2,979,460 511,191 511,191 94,070 1,145,136 1,239,207
当 期 変 動 額
利益準備金の積立 48,801 △48,801 −
剰 余 金 の 配 当 △488,013 △488,013
当 期 純 利 益 391,219 391,219
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − − 48,801 △145,595 △96,793
当 期 末 残 高 2,979,460 511,191 511,191 142,872 999,541 1,142,413

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △327,663 4,402,196 △22,659 △22,659 4,379,536
当 期 変 動 額
利益準備金の積立 − −
剰 余 金 の 配 当 △488,013 △488,013
当 期 純 利 益 391,219 391,219
自 己 株 式 の 取 得 △199,976 △199,976 △199,976
自 己 株 式 の 処 分 38,333 38,333 38,333
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 228,698 228,698 228,698

当 期 変 動 額 合 計 △161,642 △258,436 228,698 228,698 △29,737
当 期 末 残 高 △489,305 4,143,760 206,039 206,039 4,349,799
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

（リース資産を除く）

ロ．リース資産

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を
採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法で計算して
おります。

（3）引当金の計上基準
イ．賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。
ロ．退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため簡便法に基づき、当事業年度末の

自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支
給見込額を控除して計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 当社は、2012年４月12日開催の取締役会において、役員退職慰
労金制度の廃止を決議いたしました。これに伴い、引き続き在任
する役員の役員退職慰労金制度廃止時点における要支給額を引当
計上しております。
また、2015年５月27日開催の臨時取締役会において、執行役員
に対する役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。これに
伴い、引き続き在任する執行役員の役員退職慰労金制度廃止時点
における要支給額を引当計上しております。

ニ．株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社の役員及び執行役員への当社株式
の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込
額に基づき計上しております。
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（4）重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジを採用しております。特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用しております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金
ハ．ヘッジ方針 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
ニ．ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を
評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評
価を省略しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。
イ．経営指導料

子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、契約期間を通じて当社の
履行義務が充足されることから、一定の期間にわたり収益を認識しております。

ロ．受取配当金
配当金の効力発生日をもって認識しております。

（6）その他計算書類作成のための基本となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありま
せん。
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３．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

4．重要な会計上の見積りに関する注記
該当事項はありません。

5．追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、役員及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入しており
ます。
(1) 取引の概要

当社は、本制度の導入に際し役員株式給付規程を制定し、同規程に基づき、将来給付する株式の取得資
金として、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社の株式を取得します。

(2) 会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号

平成27年３月26日）に準じて、役員及び執行役員に割り当てられる見積りポイント数を基礎として、費
用及びこれに対応する引当金を計上しております。

(3) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末において
159,506千円、622,900株であります。

６．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 73,946千円

（2）関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 35,910千円
長期金銭債権 −千円
短期金銭債務 450,143千円
長期金銭債務 −千円

７．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
営業収益 816,335千円
営業費用 2,754千円

営業取引以外の取引に関する取引高 6,699千円
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8．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 717,280株 416,400株 −株 1,133,680株
（注）１．株式給付信託制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する622,900株につ

きましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、貸借対照表及び株主資本等変動計算書におい
ては自己株式として処理しております。

２．自己株式の数の増加は、取締役会決議による取得によるものであります。
9．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 4,558千円
株式給付引当金 17,844千円
退職給付引当金 2,167千円
その他有価証券評価差額金 2,958千円
繰越欠損金 128,341千円
その他 4,811千円

繰延税金資産小計 160,682千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △128,341千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △25,061千円
評価性引当額 △153,402千円

繰延税金資産合計 7,279千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 1,124千円
その他有価証券評価差額金 99,157千円

繰延税金負債合計 100,282千円
繰延税金負債の純額 93,002千円

（2）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号

2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示を行っていま
す。
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10．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
（2）子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称 資本金
（百万円） 事業の内容

議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 株式会社日商イ
ンターライフ 100 内装工事事業 所有

直接100.00
経営指導
役員の兼務

経営指導料
(注1)

174,444 ― ―

資 金 管 理
(注2)
資金の預り 300,000 預 り 金 350,000

子会社
株式会社システ
ムエンジニアリ
ング

82 音響・照明設
備事業

所有
直接100.00

経営指導
役員の兼務

経営指導料
(注1)

109,992 ― ―

資 金 管 理
(注2)
資金の貸付
貸付資金の回収
資金の預り
資金の返還

150,000
500,000
500,000
500,000

―

―

―

―

子会社 株式会社サン
ケンシステム 50 音響・照明設

備事業
所有
直接100.00

経営指導
役員の兼務

経営指導料
(注1)

18,996 ― ―

資 金 管 理
(注2)
資金の預り 100,000 預 り 金 100,000

子会社 玉紘工業株式
会社(注3) 45 設備・メンテ

ナンス事業
所有
直接100.00

経営指導
役員の兼務

資 金 管 理
(注2)
貸付資金の回収 139,291 ― ―

（注）１．経営指導料については、グループ会社の計画売上高に対する一定割合等で決定しております。
２．資金管理については、グループ内資金の調達・運用の一元化と有効活用を目的とした資金管理取引で

あります。
３．玉紘工業株式会社の発行済株式全てを2025年5月31日付で譲渡したため、玉紘工業株式会社は子会

社ではなくなりました。取引金額は同月までの取引高を記載しております。
（3）同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

（4）役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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11．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 (5）重要な収

益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

12．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 285円16銭
（2）１株当たり当期純利益 25円31銭
（注) １株当たり純資産額の算定上の基礎となる当事業年度末の普通株式数及び１株当たり当期純利益の算定

上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有す
る当社株式を控除対象の自己株式に含めております。なお、１株当たり純資産額の算定上、控除した
㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当事業年度末の自己株式数は622千株であり、１株当
たり当期純利益の算定上、控除した㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する自己株式の期中平
均株式数は657千株であります。

13．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

14．その他の注記
該当事項はありません。
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